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また、「町田・相模原隣接市町別国籍別外国人登録者数」という上の表は、町

田と相模原に隣接する地域の外国人登録者数とその国籍別の内訳です。

これを見ますと、多摩市から相模原市あたりまでは中国の方のウエートが高い

けれども、相模原市から愛川町にかけてはブラジル、ペルーの方の比率が高くな

るという傾向がうかがえます。
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厚みのあるものにしていきたいと思います。

私のレジュメ（資料p. 114～ 117参照）の初めに「グローバル都市地域として

の東京圏における広域連携の必要性と可能性」とあります。東京圏（1都 3県）

には全国の外国人登録者の約35％が集中していますが、東京の都心は多国籍企

業の総本部になっており、社会学ではそういう世界的な中枢機能の集積している

都心を「世界都市」と呼んでいます。ただ、そこで働いている人は都心に住んで

いる人ばかりではなく、郊外から通って、世界的なレベルの仕事をしている人も

たくさんいます。また、そうした世界的な中枢機能を支える人々を対象に、飲食、

ホテル、セキュリティーなどいろいろなサービスを提供する人たちも都心の周辺、

あるいは郊外に住んでおります。郊外にはグローバルな市場で競争している工場

群もあります。このように、「世界都市」という都心空間を超えて、もう少し広

い空間として考えると、東京圏は「グローバル都市地域」（グローバル・シティ

ー・リージョン）といえます。

下の表で外国人居住者の分布を国籍別で見ると、東京では韓国・朝鮮、中国が

多いですが、神奈川県になると、ブラジル、ペルーの比率が高くなる。そして埼

玉、千葉両県では、フィリピンの方が相対的に多いといった傾向が見られます。
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し、自治体が応急的な対策をとった時期です。Ⅱ期目の90年代の半ばになると、

「支援・参画政策」ということで、外国人居住者の地域への定着化、定住が顕在

化する中で、さまざまな問題に取り組むことになります。自治体だけでは取り組

めないことも増え、むしろ、市民団体の方が先に取り組み始めて、自治体施策が

後から追いかける、あるいは両者の連携が始まります。この時期に川崎市の外国

人市民代表者会議が始まっています。そしてⅢ期、2000年代に入ると、「多文化

共生」という言葉が市民団体だけでなく、自治体や国でも使われるようになりま

す。ご存じのように、06年春に総務省が「多文化共生推進プラン」を出し、都

道府県や指定都市などにそういう計画を作るようにと謳っております。ただ、国

からお金は出ないので、自治体の温度差があると思います。

東外大の今回の協働実践研究プログラムの中で、長野県上田市を事例に取り上

げている班がありますが、その資料を見ていたら、上田市は総務省のプランの柱

をそのまま流用したプランを作ったようです。町田、相模原はどうなるのでしょ

うか。

ちなみに自治体施策ということでは、今、韓国が一生懸命取り組んでいます。

06年来、韓国政府はトップダウンの形で韓国内に増えている国際結婚移住者、

いわゆる国際結婚をした方への支援、そして外国人労働者への支援ということで、

全国調査を踏まえた上で国の政策を発表しました。かなり予算もつけています。

自治体に対しては外国人居住者支援の標準条例案を日本の総務省に当たる行政自

治部が提示しています。

例えば、今、ソウルのすぐ南にある工業都市、外国人労働者の多いアンサン

（安山）市やプチョン（富川）市などでは、国の標準条例案をいかに独自のもの

にするか議論が進んでいるところです。そこでのポイントはオーバーステイ（超

過滞在）の人をどう扱うか、そして川崎市のような外国人市民代表者会議を入れ

るかどうか。つまり、当事者の声を聞くシステムをどうつくるかがポイントにな

っているようです。

◆ 公民協働と市民協働

次に、「公民協働と市民協働」ということですが、私は「協働」を、「異なる主

体が対等の立場で限定された問題・課題に対して、共通の認識を共有し、一定の

期間連携して取り組むこと」と定義しています。自治体では「パートナーシップ」

という言葉が流布していますが、これには運命共同体的な響きがあるので、私は

むしろ「コラボレーション」と言っています。共通の目標に沿ってできるところ
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◆ 東京都と神奈川県の取り組みの違い

こういう中で広域自治体としての東京都と神奈川県の政策を見ると、神奈川県

は今、「かながわ国際施策推進指針」の改定中で、パブリックコメントを募集中

です。また、外国籍県民神奈川会議（4期）が 06年 10月に最終報告を出して、

現在5期に入っており、一定の歴史を築いてきています。

一方、東京都には「外国人都民会議」がありました。私もその裏方を手伝った

のですが、残念ながら、現知事に代わった段階で同会議の委員たちと知事が衝突

し、中断したままになっています。そこで、東京都では「地域国際化推進検討委

員会」をつくって、順次報告書をまとめています。07年 7月には「民間団体と

の連携・協働による外国人都民の社会参加について」という報告書を出していま

す。

さて、「広域連携の現状と可能性」について少し目についたことだけを取り上

げますと、まず、神奈川県では先ほどの外国籍県民神奈川会議が第4期の報告書

をまとめる過程で、川崎、大和、厚木各市のそれぞれ同じような会議体と交流し

ました。それから、KIF＝かながわ国際交流財団が中間支援組織として、積極的

にいろいろな取り組みを展開しています。

一方、東京都はバブル期にかなり国際施策を大々的に展開しました。いろいろ

な会議や調査が行われましたが、現知事になってから予算を次々にカットして、

国際部もなくなり、今は係だけという、非常に寂しい状況になりました。都では

そうした縮小された政策の代わりに、「東京都国際交流委員会」で、市民団体の

フォーラムを開催したり、ホームページ（http://www.tokyo-icc.jp/）で多言語情

報を提供しています。今のところは英語版だけですが、07年度は中国語を開発

中で、今後は順次、言語が増えていくと聞いています。

◆ 自治体外国人施策の流れは

さて、都県境を超えた広域連携ですが、これは3つのレベルがあります。ひと

つは東京都と神奈川県の都県間。次に、今日の第2部で行われる、町田市、相模

原市などの基礎自治体間。最後は市民間、あるいは市民活動間です。とりわけ自

治体の場合、都県境を超えることでどういう障害があり、その障害をどうしたら

乗り越えることができるか。その辺がひとつのポイントだと思います。

次は、地方自治体における外国人施策の展開過程とNGOなどの市民活動との

連携・協働です（資料p. 115 、116参照）。この間の外国人施策の展開過程を振

り返ると、Ⅰ期は、80年代の後半から、ニューカマーと呼ばれる人たちが急増
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方について述べます。具体的には、「町田国際交流センター」と「さがみはら国

際交流ラウンジ」などです。私は中間支援組織を、「内発的な市民社会の創造に

向けて、市民活動の事業や組織運営、ネットワークづくりを支援すると同時に、

行政や企業など他のセクターとの協働を仲介することをミッションとする専門的

な組織」と定義しています。

その形態には、総合型と特定目的型があり、ラウンジやセンターは特定目的型

です。私は東京都ボランティア市民活動センターの運営にかかわっておりますが、

同センターは総合型です。それから、設営の仕方は公設公営型、公設民営型、市

民設置型などがあります。

また、中間支援組織の役割としては、①場所の提供、②情報の支援、③人材の

支援、④資金の支援、⑤組織の支援、⑥シンクタンク、⑦セクター間のコラボレ

ーション、⑧自己評価とアカウンタビリティー（説明責任）があります。中間支

援団体がどのような方向を目指すのかというときに、ミッション（目標、使命）

の設定とそれをどう進化させていくかが非常に重要になります。その際に必要な

要件としては、

①開かれたフォーラムであること。これは運営委員会などの活性化です。

②団体のみならず、個人も非常に重要であること。

③行政からの自立性の確保。特に事務局長の役割、あるいは自前の資金づくり

が重要です（例えば、ファンドレイジングを専門に担当する理事を置くなど）。

④社会技術。これは「市民的専門性」という言葉に置き換えてもいいですが、

社会技術の交流、蓄積、訓練、普及ということです。

⑤地域課題の掘り起こし、先駆性と柔軟な対応、ネットワーキング、そして、

アドボカシー（政策提言）。

⑥総合型組織のみならず、特定目的型組織との連携。環境や国際、福祉など、

いろいろな中間支援がありますが、相互にどのようにつながるか、あるいは

つなげるかという点が重要です。

最後に、「町田の国際交流センターとさがみはら国際交流ラウンジの比較検討」

ということですが、これは第1部、第2部で両市の方が登場します。今日は短い

時間ですが、大いに交流し、つながることで、有意義な機会になることを期待し

ております。

43越境する市民活動～外国人相談の現場から～──プレフォーラム

は一緒にやっていこうという、

フットワークの良さを感じさせ

る言葉ではないかと思います。

そして、「協働することの意義」

としては、お互いに学び合う、

新たな力、価値、効果、変化が

生み出されるかどうか、つまり、

お互いにどう変われるかという

ことが、非常に重要ではないか

と思います。

さて、次に、「公民協働」の

土台としての「市民協働」についてですが、今、自治体はお金がない。あるいは、

社会保障費の圧迫の中で国からの公共事業の予算も減少する。そこで、一種の安

上がりボランティアとして市民団体を使うという面がなくはありません。しかし、

これは市民団体にとってチャンスでもあります。安上がりの下請けではなく、自

治体とどのような形でコラボレーションできるか。その土台はやはり「市民協働」

だと思います。「市民協働」の土台の上に実りのある「公民協働」ができるので

はないか。

では、「市民協働」の課題は何か。会場の皆さんは、多文化共生や外国人支援

などに関心のある方が多いと思います。しかし、福祉や環境あるいは歴史や文化

などの他の分野の団体などとどれだけつながりがあるかというと、なかなか難し

い。結果的に、市民活動は縦割りでタコ壺的になっている面もあります。従って、

「市民協働」とは、地域的に点と点がつながるだけではなく、面的にジワジワ広

がっていくことがどれだけできるかが問われる。その際の課題は地縁的な団体と

の連携です。町内会や自治会、防犯組織などとどのような接点を持つのか。そう

いったことも必要になってくるのではないかと思います。

今日は第2部のパネリストとして、神奈川県立新磯高校の片英治校長に来てい

ただいていますが、学校や病院などの公的な機関との連携・協働も重要です。し

かしとりわけ当事者団体との協働が非常に重要です。世界的に見て、当事者組織

もかなり力をつけてきている。当事者だけで固まるのではなく、開いた形でいろ

いろな人を巻き込んで、つながりつつあります。その意味で、市民団体にとって、

当事者組織とのつながり方が非常に重要になっている。

最後に、中間支援組織（インターメディアリー）としての国際交流組織の在り
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